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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成21年6月4日(2009.6.4)

【公表番号】特表2008-544028(P2008-544028A)
【公表日】平成20年12月4日(2008.12.4)
【年通号数】公開・登録公報2008-048
【出願番号】特願2008-516846(P2008-516846)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｇ  63/199    (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  63/183    (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   5/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ 101/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｇ  63/199   　　　　
   Ｃ０８Ｇ  63/183   　　　　
   Ｃ０８Ｊ   5/00    ＣＦＤ　
   Ｃ０８Ｌ 101/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年4月14日(2009.4.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）ｉ）テレフタル酸残基７０～１００モル％；
　　　　ｉｉ）炭素数２０以下の芳香族ジカルボン酸残基０～３０モル％；及び
　　　　ｉｉｉ）炭素数１６以下の脂肪族ジカルボン酸残基０～１０モル％
を含むジカルボン酸成分；並びに
　（ｂ）ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基１０～
９９モル％；及び
　　　　ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基１～９０モル％
を含むグリコール成分
（ここでジカルボン酸成分の総モル％は１００モル％であり、グリコール成分の総モル％
は１００モル％である）
を含む少なくとも１種のポリエステルを含む少なくとも１種のポリエステル組成物を含ん
でなり、前記ポリエステルのインヘレント粘度が、６０／４０（ｗｔ／ｗｔ）フェノール
／テトラクロロエタン中で２５℃において０．５ｇ／１００ｍｌの濃度で測定した場合に
、０．１～１．２ｄＬ／ｇであり；且つ前記ポリエステルが１００～２００℃のＴｇを有
する家庭用器具部品。
【請求項２】
　前記ポリエステルのインヘレント粘度が０．３５～１．２ｄＬ／ｇ、０．３５～１．０
ｄＬ／ｇ、０．３５～０．７５ｄＬ／ｇ、０．４０～０．９０ｄＬ／ｇ、０．４２超～０
．８０ｄＬ／ｇ、０．４５～０．７５ｄＬ／ｇ又は０．５０～０．６８ｄＬ／ｇである請
求項１に記載の家庭用器具部品。
【請求項３】
　前記ポリエステルのインヘレント粘度が０．６０～０．７５ｄＬ／ｇである請求項１に
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記載の家庭用器具部品。
【請求項４】
　前記ポリエステルが１００～１８０℃又は１００～１６０℃のＴｇを有する請求項１に
記載の家庭用器具部品。
【請求項５】
　前記ポリエステルが１００～１２０℃のＴｇを有する請求項１に記載の家庭用器具部品
。
【請求項６】
　前記ポリエステルが１２０～１４０℃のＴｇを有する請求項１に記載の家庭用器具部品
。
【請求項７】
　前記ポリエステルが１００～１２０℃のＴｇを有する請求項３に記載の家庭用器具部品
。
【請求項８】
　前記ポリエステルが１２０～１４０℃のＴｇを有する請求項３に記載の家庭用器具部品
。
【請求項９】
　前記ポリエステルのグリコール成分が１５～７０モル％の２，２，４，４－テトラメチ
ル－１，３－シクロブタンジオール残基及び３０～８５モル％の１，４－シクロヘキサン
ジメタノール残基、１５～５０モル％の２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロ
ブタンジオール残基及び５０～８５モル％の１，４－シクロヘキサンジメタノール残基、
２５～６０モル％の２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基
及び４０～７５モル％の１，４－シクロヘキサンジメタノール残基、２０～４０モル％の
２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基及び６０～８０モル
％の１，４－シクロヘキサンジメタノール残基又は４０～５５モル％の２，２，４，４－
テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基及び４５～６０モル％の１，４－シク
ロヘキサンジメタノール残基を含む請求項１に記載の家庭用器具部品。
【請求項１０】
　前記ポリエステルのグリコール成分が２０～４０モル％の２，２，４，４－テトラメチ
ル－１，３－シクロブタンジオール残基及び６０～８０モル％の１，４－シクロヘキサン
ジメタノール残基を含む請求項５又は７に記載の家庭用器具部品。
【請求項１１】
　前記ポリエステルのグリコール成分が４０～５５モル％の２，２，４，４－テトラメチ
ル－１，３－シクロブタンジオール残基及び４５～６０モル％の１，４－シクロヘキサン
ジメタノール残基を含む請求項６又は８に記載の家庭用器具部品。
【請求項１２】
　前記ジカルボン酸成分が８０～１００モル％、９０～１００モル％又は９５～１００モ
ル％のテレフタル酸残基を含む請求項１に記載の家庭用器具部品。
【請求項１３】
　前記ポリエステルが０．１～２５モル％の１，３－プロパンジオール残基、１，４－ブ
タンジオール残基又はそれらの混合物、０．１～１０モル％の１，３－プロパンジオール
残基、１，４－ブタンジオール残基又はそれらの混合物又は０．０１～１５モル％のエチ
レングリコール残基を含む請求項１に記載の家庭用器具部品。
【請求項１４】
　前記２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基が５０モル％
より多いシス－２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基と５
０モル％未満のトランス－２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオー
ル残基を含む混合物、５５モル％より多いシス－２，２，４，４－テトラメチル－１，３
－シクロブタンジオール残基と４５モル％未満のトランス－２，２，４，４－テトラメチ
ル－１，３－シクロブタンジオール残基を含む混合物又は５０モル％より多いシス－２，



(3) JP 2008-544028 A5 2009.6.4

２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオールと５０モル％未満のトランス
－２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオールを含む混合物であり且
つ前記ジカルボン酸成分が８０～１００モル％のテレフタル酸残基を含む請求項１に記載
の家庭用器具部品。
【請求項１５】
　前記ポリエステル組成物がポリ（エーテルイミド）、ポリフェニレンオキシド、ポリ（
フェニレンオキシド）／ポリスチレンブレンド、ポリスチレン樹脂、ポリフェニレンスル
フィド、ポリフェニレンスルフィド／スルホン、ポリ（エステル－カーボネート）、ポリ
カーボネート、ポリスルホン、ポリスルホンエーテル、ポリ（エーテル－ケトン）、ポリ
アミド、ポリスチレン、ポリスチレンコポリマー、スチレン・アクリロニトリルコポリマ
ー、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレンコポリマー、ポリ（メチルメタクリレート
）及びアクリルコポリマーから選ばれた少なくとも１種のポリマーを含む請求項１に記載
の家庭用器具部品。
【請求項１６】
　前記ポリエステル組成物が少なくとも１種のポリカーボネートを含む請求項１に記載の
家庭用器具部品。
【請求項１７】
　前記ポリエステルが少なくとも１種の分岐剤の残基を、ポリエステルの総重量に基づき
、０．０１～１０重量％の量で含む請求項１に記載の家庭用器具部品。
【請求項１８】
　前記ポリエステルの溶融粘度が、回転メルトレオメーターで２９０℃において１ラジア
ン／秒で測定した場合に、３０，０００ポアズ未満である請求項１に記載の家庭用器具部
品。
【請求項１９】
　前記ポリエステルが１７０℃において１０分より長いか、５０分より長いか、１００分
より長いか、１，０００分より長いか、又は１０，０００分より長い半結晶化時間を有す
る請求項１に記載の家庭用器具部品。
【請求項２０】
　前記ポリエステル組成物が２３℃において１．３ｇ／ｍｌ未満の密度を有する請求項１
に記載の家庭用器具部品。
【請求項２１】
　前記ポリエステル組成物が少なくとも１種の熱安定剤又はその反応生成物を含む請求項
１に記載の家庭用器具部品。
【請求項２２】
　ＡＳＴＭ　Ｄ－１９２５による前記ポリエステルの黄色度指数が５０未満である請求項
１に記載の家庭用器具部品。
【請求項２３】
　前記ポリエステルが、ＡＳＴＭ　Ｄ２５６に従って２３℃においてノッチ１０ｍｉｌで
厚さ１／８インチのバーで測定した場合に、少なくとも３ｆｔ－ｌｂｓ／ｉｎのノッチ付
きアイゾッド衝撃強度又は２３℃においてノッチ１０ｍｉｌで厚さ１／４インチのバーで
測定した場合に、少なくとも１０ｆｔ－ｌｂｓ／ｉｎのノッチ付きアイゾッド衝撃強度を
有する請求項１に記載の家庭用器具部品。
【請求項２４】
　前記ポリエステルが錫化合物又はその反応生成物を含む少なくとも１種の触媒の残基を
含む請求項１に記載の家庭用器具部品。
【請求項２５】
　前記家庭用器具部品が押出によって形成されるか、圧縮成形によって製造されるか、又
は射出成形によって形成される請求項１に記載の家庭用器具部品。
【請求項２６】
　（ｂ）ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基１５～
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７０モル％；及び
　　　　ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基３０～８５モル％
を含むグリコール成分
を含み、前記ポリエステルのインヘレント粘度が、６０／４０（ｗｔ／ｗｔ）フェノール
／テトラクロロエタン中で２５℃において０．５ｇ／１００ｍｌの濃度で測定した場合に
、０．３５～１．２ｄＬ／ｇであり；且つ前記ポリエステルが１００～１６０℃のＴｇを
有する請求項１に記載の家庭用器具部品。
【請求項２７】
　前記ポリエステルのインヘレント粘度が０．３５～０．７５ｄＬ／ｇ、０．５０～０．
６８ｄＬ／ｇ又は０．６０～０．７５ｄＬ／ｇである請求項２６に記載の家庭用器具部品
。
【請求項２８】
　前記ポリエステルが１００～１２０℃又は１２０～１４０℃のＴｇを有する請求項２６
に記載の家庭用器具部品。
【請求項２９】
　前記家庭用器具部品が食品加工用カップ、食品加工用ボウル、冷蔵庫用トレイ、冷凍庫
用トレイ、冷蔵庫用ふた付き容器、冷凍庫用ふた付き容器、冷蔵庫用棚、冷凍庫用棚、洗
濯機扉、電気掃除機用キャニスター、電気掃除機用ごみカップ；スチームクリーナー用キ
ャニスター；紅茶用ケトル；及びコーヒーポットから選ばれる請求項１又は２６に記載の
家庭用器具部品。
【請求項３０】
　前記ポリエステルが１０５～１４０℃のＴｇを有し且つ前記家庭用器具部品が電気掃除
機用キャニスター及びごみカップから選ばれるか、又は前記ポリエステルが１２０～１５
０℃のＴｇを有し且つ前記家庭用器具部品がスチームクリーナー用キャニスター、紅茶用
ケトル及びコーヒーポットから選ばれる請求項１又は２６に記載の家庭用器具部品。
【請求項３１】
　（ｂ）ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基２０～
４０モル％；及び
　　　　ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基６０～８０モル％
を含むグリコール成分
を含み、前記ポリエステルのインヘレント粘度が、６０／４０（ｗｔ／ｗｔ）フェノール
／テトラクロロエタン中で２５℃において０．５ｇ／１００ｍｌの濃度で測定した場合に
、０．３５～０．７５ｄＬ／ｇであり；且つ前記ポリエステルが１００～１２０℃のＴｇ
を有する請求項１に記載の家庭用器具部品。
【請求項３２】
　前記ポリエステルのインヘレント粘度が０．６０～０．７２ｄＬ／ｇである請求項３１
に記載の家庭用器具部品。
【請求項３３】
　前記家庭用器具部品が食品加工用カップ及びボウル；冷蔵庫及び冷凍庫用トレイ、ふた
付き容器及び棚；洗濯機扉；電気掃除機用キャニスター及びごみカップから選ばれる請求
項３１に記載の家庭用器具部品。
【請求項３４】
　（ｂ）ｉ）２，２，４，４－テトラメチル－１，３－シクロブタンジオール残基４０～
５５モル％；及び
　　　　ｉｉ）１，４－シクロヘキサンジメタノール残基４５～６０モル％
を含むグリコール成分
を含み、前記ポリエステルのインヘレント粘度が、６０／４０（ｗｔ／ｗｔ）フェノール
／テトラクロロエタン中で２５℃において０．５ｇ／１００ｍｌの濃度で測定した場合に
、０．３５～０．７５ｄＬ／ｇであり；且つ前記ポリエステルが１２０～１４０℃のＴｇ
を有する請求項１に記載の家庭用器具部品。
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【請求項３５】
　前記ポリエステルのインヘレント粘度が０．６０～０．７２ｄＬ／ｇである請求項３４
に記載の家庭用器具部品。
【請求項３６】
　前記家庭用器具部品がスチームクリーナー用キャニスター；紅茶用ケトル；及びコーヒ
ーポットから選ばれる請求項３４に記載の家庭用器具部品。
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